
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３「東京の福祉保健」 

分野別取組（抜粋） 

参考資料　３
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（障害者を取り巻く状況） 

○ 都内の障害者手帳の所持者数は、令和3年度末では約72.7万人となっており、増

加傾向にあります。特に、精神障害者の増加の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成18年４月に「障害者自立支援法」が施行され、それまで身体・知的・精神

という障害種別ごとに異なる法律に基づいて実施されていた福祉サービスや公費負

担医療などが共通の制度となりました。 

また、地域における障害者の自立生活を実現し、その生活の質の向上を図る観点

から、住民に身近な区市町村にサービスの実施主体が一元化されるとともに、就労

支援が抜本的に強化されました。 

 

○ さらに、地域社会における共生の実現に向けて、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するため、平成25年４月、「障害者自立支援法」を「障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総合支援法）に改める

とともに、障害者の定義に難病等が追加されました。 

 

○ 平成28年６月の児童福祉法改正では、都道府県及び区市町村に障害児福祉計画

の策定が義務付けられたほか、医療的ケアを必要とする障害児が適切な支援を受け

られるよう、保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとされました。 

 

第３ 障害者がいきいきと暮らせる 

社会の実現を目指します 

資料：東京都福祉保健局「月報（福祉・衛生行政統計）」 

＜都内の障害者手帳所持者数の推移（各年度末現在）＞ 

482,656 486,563 488,171 488,905 488,492 487,827 

85,650 88,168 90,630 93,171 95,490 98,035 

100,999 108,532 118,352 127,505 130,327 141,000 

669,305 683,263 697,153 709,581 714,309 726,862

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

身体障害者 知的障害者 精神障害者
（人）
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○ 平成26年１月、国は、障害者の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括的

かつ総合的な国際条約である、「障害者の権利に関する条約」を批准しました。こ

れに先立ち、平成25年６月には、行政機関等や民間事業者に対し、障害を理由と

する不当な差別的取扱いの禁止や合理的な配慮の提供を求める「障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）が制定され、平成28年４月

に施行されました。 

 

〇 令和3年９月には、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、国、地方公

共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必

要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定めた「医療的ケア児

及びその家族に対する支援に関する法律」が施行されました。 

 

〇 令和４年５月、全ての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化そ

の他あらゆる分野の活動に参加するためには、その必要とする情報を十分に取得し、

利用し、また円滑に意思疎通を図ることが極めて重要であることから、障害者によ

る情報の取得利用や意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資す

るため「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関す

る法律」が施行されました。 

 

（都の取組） 

【基盤整備】 

○ 都は、「東京都障害者・障害児施策推進計画」（令和３年度～令和５年度）に基づ

き、障害者が地域で安心して暮らし、いきいきと働ける社会を実現するために様々

な施策を展開しています（本計画については、P10参照）。 

 

○ また、障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するために、「障害者・障害

児地域生活支援３か年プラン」

（令和３年度～令和５年度）を策

定し、障害者（児）の地域生活を

支えるサービスの基盤整備に重点

的に取り組んでいます。あわせ

て、サービスを担う福祉人材の確

保・育成・定着を図る取組を一層

進めています。 

 

 

 

 
資料：東京都福祉保健局調べ 

＜障害者グループホームの定員の推移（東京都）＞ 

8,374 9,077 9,851
10,777

11,876
13,108

0

5,000

10,000

15,000

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

定員（人）
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【共生社会の実現に向けた取組】 

〇 平成30年10月、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」

（東京都障害者差別解消条例）を施行しました。 

本条例では、事業者の「合理的配慮の提供」を義務化するとともに、専門相談体

制や紛争解決の仕組みについて規定しており、障害者への理解促進や差別解消を図

る取組を進めています。 

なお、国においても令和３年５月に障害者差別解消法を改正し事業者の合理的配

慮を法的義務とし、令和６年４月から施行されます。 

 

【地域生活支援】 

○ 地域生活への移行を希望する長期の施設入所者等が、希望する地域で必要なサー

ビスを利用しながら安心して暮らせるよう、地域居住の場や日中活動の場などの地

域生活に必要な基盤整備を促進するとともに、障害者支援施設にコーディネーター

を配置するなど、区市町村等との連携・調整を進めています。 

 

○ いわゆる「社会的入院」の状態にある精神障害者の地域生活への移行を促進する

ため、指定一般相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言や人材の育成のため

の研修、グループホームを活用した体験宿泊などを行い、円滑な地域移行と退院後

の安定した地域生活を支える体制を整備するとともに、長期入院とならないための

取組も進めています。 

 

○ 医療機関の相互連携や、医療機関と関係機関との連携確保等により、精神障害者

が必要な時に適切な医療が受けられる環境を整備し、地域での安定した生活を支援

する必要があります。 

 

○ 重症心身障害児（者）や医療的ケア児（者）については、地域で適切な支援を受

けながら生活できるよう、在宅療育支援体制の整備等を進めていく必要があります。

また、発達障害児（者）、高次脳機能障害者についても、地域の実情に応じて多様

な施策展開を図ることが重要です。 

 

【就労支援】 

○ 障害者がいきいきと働くことができる社会の実現を目指し、雇用機会を拡大する

とともに、安心して働き続けられるように支援していく必要があります。しかし、

都内における民間企業の障害者雇用率は、令和4年6月現在2.14％（全国平均

2.25％）であり、法定雇用率2.3％よりも依然として低くなっています。 
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○ 都は、職業相談や就職準備、職場定着などの就労面の支援と、就労に伴う生活面

の支援を一体的に提供する区市町村を支援するなど、様々な施策を推進しており、

令和4年（6月）も、都内民間企業における雇用障害者数、実雇用率ともに過去最

高を更新しましたが、引き続き就労促進に取り組んでいくことが必要です。 

 

○ 障害者が能力や適性に応じて働く喜びや達成感を得ながら、地域で自立した生活

を実現できるよう、企業等への一般就労と職場定着を支援するとともに、福祉施設

（就労継続支援事業所）における受注拡大や工賃水準の向上に向けた取組を進めて

います。また、障害者優先調達法に基づき「障害者就労施設等からの物品等の調達

方針」を策定し、庁内関係局と連携しながら障害者就労施設等の受注機会の拡大を

図っています。 
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（令和５年度の取組） 

 

 

 

 

  

125,448.0
127,568.5

131,700.5
135,139.5

136,369.5
137,835.0 138,907.0

31,712.0 33,996.5
37,022.5 39,599.0 41,628.5

44,114.5 46,513.0
16,410.0

19,400.0
25,071.0

29,726.0
33,494.0

37,582.0
43,055.5

173,570.0
180,965.0

193,794.0
204,464.5 211,492.0 219,531.5 228,475.5

1.84
1.88

1.94

2.00
2.04

2.09

2.14

1.5

2.0

0

100,000

200,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

身体障害者 知的障害者 精神障害者 雇用率

(人)

(%)

 １ 障害者が地域で安心して暮らせるよう基盤等を充実します 

２ 障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の実
現を目指します 

３ 保健・医療・福祉等が連携した支援体制の充実により身近な

地域での生活を支援します 

 ４ 障害者の自立に向けた就労促進策を推進します 

＜各年度の工賃実績（月額）＞ 

＜都内民間企業における障害者雇用状況（各年 6月 1日現在）＞ 

資料：東京労働局「令和 4年 東京労働局管内における障害者雇用状況の集計結果」等より作成 

15,349 
15,752 

16,078 
16,154 

14,777 

15,563 15,295 
15,603 

16,118 16,369 

15,776 

16,507 

11,000

12,500

14,000

15,500

17,000

18,500

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

東京都の平均工賃実績

全国の平均工賃実績

（円）

資料：厚生労働省「工賃（賃金）の実績について」より作成 
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 居住の場や在宅サービスなど地域生活基盤の充実や、サービスを担う人材の確保・育成・

定着に取り組むとともに、長期の施設入所者や、いわゆる「社会的入院」の状態にある精神

障害者の地域生活への移行を促します。 

 主な事業展開   

◎ 障害者・障害児地域生活支援３か年プラン          1,450百万円 

・ 障害者（児）の地域生活を支えるサービス基盤の充実を図るため、施設整備に係る設

置者負担の特別助成のほか、利用者の重度化等に対応する場合の加算を行い、令和5年

度末までに、グループホームや短期入所、通所施設等について、7,660人分の定員を

新たに確保するとともに、児童発達支援センターや、主に重症心身障害児を支援する児

童発達支援事業所等が未設置地域の場合は補助額を上乗せするなど、整備促進を図りま

す。[計画期間：令和3年度～令和５年度] 

種  別 整備目標 

地域居住の場の整備（グループホーム） 2,500 人増 

日中活動の場の整備（通所施設等） 5,000 人増 

在宅サービスの充実（短期入所） 160 人増 

障害児への支援の充実（児童発達支援センター、主に重症心身

障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業

所） 

 各区市町村に少な

くとも１か所以上 

 

○ 障害者グループホーム体制強化支援事業 414百万円 

・ 身体上または行動特性上、特別な支援を必要とする重度の利用者を受け入れるために

手厚い職員配置を行うグループホームの体制確保を支援します。 

 

○ グループホーム地域ネットワーク事業 （包括補助） 

・ 地域におけるグループホームのネットワークを構築し、人材育成の支援やグループ

ホーム相互及び関係機関との連携に向けた取組を行うことで、グループホームの援助の

質の向上を図る区市町村を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

○ 短期入所開設準備経費等補助事業 5百万円 

・ 短期入所を新設又は増設する事業者に対して、家屋を借り上げる際に必要な権利金等

の開設準備経費の一部を補助することにより、整備の促進を図ります。 

 

 

１ 障害者が地域で安心して暮らせるよう基盤等を充実します 
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◎ 地域生活支援拠点整備に向けた障害者（児）ショートステイ受入体制支援事業   85百万円 

・ 有資格の支援員等を短期入所事業所に配置するなど、地域生活支援拠点整備に向け、

緊急時に重度障害者（児）を確実に受け入れられる体制確保に取り組む区市町村を支援

します。 

 

○ 障害福祉サービス等医療連携強化事業 （包括補助） 

・ 医療的ケアを要する障害者への支援のため、障害者支援施設等に看護師を配置し、短

期入所事業所等と訪問看護事業所の連携構築や、地域の障害者等に対する医療的な相談

支援等に取り組む区市町村を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

◎ 障害児の放課後等支援事業                   113百万円 

  ・ 重症心身障害児や医療的ケア児の放課後の支援の場の充実を図るため、看護師等専

門職の配置や障害児の送迎支援等を実施する区市町村を支援します。 

 

◎ 都型放課後等デイサービス事業                 330百万円 

・ 都で定める基準を満たす事業者へ運営等に要する経費の一部を補助し、放課後等デイ

サービス事業所の支援の質向上を図ります。 

 

○ 児童発達支援センター地域支援体制確保事業 161百万円 

・ 児童発達支援センターが行う地域支援及び地域連携の取組を支援し、障害児の地域支

援体制の整備を促進します。 

 

○ 障害児支援体制整備促進事業 （包括補助） 

・ 区市町村が障害児福祉計画に基づき実施する取組を支援することにより、地域の実情

に応じた障害児支援の体制整備の促進を図ります。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

◎ 児童発達支援事業所等利用支援事業【新規】            382百万円 

・ 生計を同一にする子が 2 人以上いる世帯等に対し、児童発達支援事業所等に通う第

２子以降の自己負担分について、負担軽減を実施します。 

 

〇 障害児入所施設協議体制整備事業                           1百万円 

・ 福祉型障害児入所施設に入所している児童（過齢児含む）が、18歳以降も適切な場

所で適切な支援を受けることができるよう、入所施設、ＧＨ、相談支援事業所等の関係

機関からなる会議を設置し、支援の在り方など必要な検討を行います。 
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○ 地域移行促進コーディネート事業 78百万円 

・ 障害者支援施設に地域移行促進コーディネーターを配置し、都内及び都外の施設間の

連携を図りながら、区市町村や相談支援事業所との連携体制を構築するとともに、新規

開拓・受入促進員を配置し、重度障害者に対応するグループホームの情報収集等を行う

ことにより、施設入所者の地域生活への移行を促進します。 

 

○ 都外施設入所者地域移行特別支援事業 （包括補助） 

・ 都外の障害者支援施設に入所する障害者を受け入れた都内のグループホームに対して、

地域生活移行当初の支援に要する経費の一部を補助することにより、都内での地域生活

への移行及び定着を促進します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

○ 障害者地域生活移行・定着化支援事業 （包括補助） 

・ 障害者支援施設から重度の障害者を受け入れたグループホームや都外施設利用者の地

域移行を支援する相談支援事業所への支援、地域移行の促進に係る普及啓発等に取り組

む区市町村を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

◎ 東京都障害者相談支援体制整備事業【新規】           23百万円 

 ・ 相談支援に関するアドバイザーを配置し、地域のネットワーク構築に向けた指導・

調整等の広域的支援を行うことにより、地域における相談支援体制の整備を推進しま 

す。 

 

〇 定期借地権の一時金に対する補助 36百万円 

・ 施設用地確保のために、定期借地権を設定した場合の一時金の一部を助成することに

より、障害者（児）施設の整備促進を図ります。 

 

○ 借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業 22百万円 

・ 国有地又は民有地を借り受けて障害者（児）施設の整備を行う事業者に対して、借地

料の一部を補助することにより、障害者（児）施設の整備を促進します。 

 

〇 精神障害者地域移行体制整備支援事業 66百万円 

・ 指定一般相談支援事業所等に対する専門的な指導・助言や人材育成研修の実施、ピア

サポーターの育成や活動支援、グループホームの専用居室を活用した体験宿泊等を通じ

て、長期入院患者の円滑な地域生活への移行や精神障害者の安定した地域生活のための

体制整備を行います。 

・ 病院スタッフに対するピアサポート活動の取組事例の紹介や、活用に向けた相談など

を行うことで、病院におけるピアサポーターの活用を促進します。 
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〇 難治性精神疾患地域支援体制整備事業 12万円 

・ 入院が長期化しやすい難治性の精神疾患の患者が、専門的治療等を受けながら地域で

安心して生活できるよう、医療機関や地域援助事業者、行政機関等で構成する会議を運

営し、地域における支援体制の構築を検討します。 

・ 相談窓口の設置や研修会の開催等により、専門的治療を実施する医療機関を支援しま

す。 

 

○ 都有地を活用した障害福祉サービス基盤の整備 － 

・ 都有地の減額貸付けを行い、障害福祉サービス基盤の整備促進を図ります。 

 

○ 都有地を活用した社会福祉施設建替え促進事業（再掲 P74） 73百万円 

・ 民間の社会福祉施設建替時の利用に供する代替施設を事業者へ貸し付け、老朽化した

施設の建替えを促進します。 

 

〇 社会福祉施設等耐震化の推進（再掲 P43、74） 39百万円 

・ 耐震性が十分ではない民間の社会福祉施設等や私立の保育所を対象に、耐震診断・耐

震改修・耐震性が確保されている建築物への移転等に必要な経費を補助し、耐震化を促

進します。[耐震診断 8施設、耐震改修 7施設、移転支援 24施設] 

 

〇 社会福祉施設・医療施設等耐震化促進事業（再掲 P43、74） 12百万円 

・ 耐震化が必要な施設を個別に訪問し、状況に応じた相談や提案、アドバイザーの派遣

など、きめ細かな対応を行い、社会福祉施設・医療施設等の耐震化を促進します。 

[社会福祉施設等 188施設] 

 

◎ 障害者支援施設等支援力育成派遣事業 18百万円 

・ 障害者支援施設等において、利用者の高齢化・重度化や強度行動障害等への対応力を

向上させるため、リハビリテーション専門職等を派遣し、リハビリ及び機能訓練の個別

メニュー作成支援や技術指導等を行うことにより、施設の支援力強化を図ります。 

 

◎ 障害者支援施設等におけるリハビリテーション職員配置促進事業【新規】   6百万円 

・ 入所施設における利用者の身体機能に応じた適切な支援の実施を通して、ADL の維

持・向上および施設生活の質（QOL）向上を推進するため、リハ職員の配置を促進し、

支援の質の向上を図る。 

 

◎ 障害者支援施設等におけるデジタル技術等活用支援事業     290百万円 

・ 障害福祉分野における業務の生産性及び支援の質の向上に向けた取組を促進するため、

障害者支援施設等におけるデジタル技術等の導入を支援します。 
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◎ グループホーム従事者人材育成支援事業 37百万円 

・ グループホームの従事者に対し、利用者への支援を行う際に必要となる知識を習得す

るための研修を実施することで、グループホームのサービスの質の向上を図ります。 

 

◎ 障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業 284百万円 

・ 職員宿舎の借り上げにより、良好な居住環境の提供による働きやすい職場環境の実現

と、災害時の迅速な対応を推進する事業者を支援します。 

 

◎ 代替職員の確保による障害福祉従事者の研修支援事業 60百万円 

・ 障害福祉サービス事業所等が、福祉・介護職員に研修を受講させる場合等に、代替職

員を派遣することで、職員の資質向上を図ります。 

 

◎ 現任障害福祉サービス等職員資格取得支援事業 24百万円 

・ 障害福祉サービス事業所等で働く職員が、介護福祉士、精神保健福祉士等の国家資格

を取得する際にかかる経費の一部を補助することにより、職員の育成を支援するととも

に、サービスの質の向上を図ります。 

 

◎ 障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修事業 15百万円 

・ 障害福祉サービス事業所等の経営者等に対し、人材マネジメント等の研修及び取組事 

例等の動画配信による普及啓発を実施することで、事業所における職員の定着や資質向

上を図ります。 

 

〇 東京都障害者ピアサポート研修事業               30百万円 

・ 質の高いピアサポート活動実現に向け、ピアサポーターとして従事する者や、障害福

祉サービス事業所等の管理者等に対し研修を行います。 

 

◎ 障害福祉サービス事業所職員奨学金返済・育成支援事業 38百万円 

・ 若手職員の確保と計画的な育成を図るため、在学中に奨学金の貸与を受けた職員に対

し、奨学金返済相当額を手当として支給する障害福祉サービス事業者を支援します。 

 

◎ 福祉・介護職員処遇改善加算取得促進事業 22百万円 

・ 福祉・介護職員処遇改善加算等の取得に係る事業所への助言・指導等により、事業所

における加算の新規取得や、より上位の区分の加算取得を促進することで、職員の確保

及び定着を図ります。 

 

◎ 医療・福祉事業所内メンタルヘルスセルフケア等スキル向上支援事業   25百万円 

・ 事業所におけるメンタルヘルスケアの取組を促進し、従事者の心身の負担を軽減する

ため、管理・監督者等向けにオンライン研修を実施します。 
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◎ 区市町村障害福祉人材確保対策事業      （包括補助） 

・ 地域社会を支える障害福祉人材の確保・育成・定着を図るため、地域の特色を踏まえ

て行う区市町村の取組を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

〇 障害者施設等のＢＣＰ策定支援事業               45百万円 

・ 大規模災害発生時等において、利用者の安全を確保しながら障害者施設等が事業を継

続できるよう、実効性のある BCP策定及び策定後の運用管理を支援します。 

 

〇 障害福祉サービス等提供体制の継続支援事業           154百万円 

 ・ 新型コロナウイルス感染症の発生した障害福祉サービス事業所等が必要なサービス

を継続して提供できるよう、通常時には発生しないかかり増し経費等に対して支援を行

います。 

 

〇 新型コロナウイルス集団感染発生時等の職員応援派遣事業      9百万円 

  ・ 障害者支援施設等で集団感染が発生し、職員の出勤停止により、人員が不足した場合

等に備え、関係団体と連携・調整をし、当該施設等に対して応援職員を派遣する体制を

確保します。 

 

〇 障害者支援施設等への集中的検査の実施            2489百万円 

・ 重症化リスクの高い障害者（児）が利用する施設の職員等を対象として、集中的・定

期的にＰＣＲ検査を実施します。 

 

〇 障害者支援施設等における新型コロナウイルス感染症対策強化事業    43百万円 

・ 感染者が発生した場合に影響が大きい障害者支援施設及び障害児入所施設を対象とし

て、スクリーニングを含むＰＣＲ検査等を実施した場合の経費を支援します。 

 

〇 障害児を対象とした障害福祉サービス事業所におけるＰＣＲ検査体制の整備  77百万円 

・ 障害児通所支援事業所において、児童等の感染が判明した際に、感染拡大を未然に防

止する観点から、当該事業所が必要と認めた場合に速やかにＰＣＲ検査を実施します。 

 

 ○ 施設内療養を行う障害者施設等へのリハビリテーション職員派遣事業【新規】 1百万円 

・ 新型コロナウイルス感染症等により、施設内療養者が発生した障害者（児）施設に、

理学療法士又は作業療法士を派遣し、利用者のＡＤＬ維持・向上を図ります。 

 

 〇 代替職員の確保による障害福祉従事者の応援体制の強化【新規】   36百万円 

・ 障害者施設等において、職員が新型コロナウイルス感染症に感染する等、福祉・介護

職員等に不足が生じる場合に、代替職員を派遣します。 

 



- 95 - 

〇 法施行事務（事業者指定申請受付等業務委託）等【新規】     210百万円 

  ・ 事業所の新規指定等について、申請手続きのフローを簡略化し、DX化を図ること

で、指定業務全般の迅速化・業務効率化を推進し、事業者の負担軽減による利用者支援

の対応力強化を図ります。 

 
 

 障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会を実現するため、障害者への理解

促進や差別解消のための取組を推進するとともに、障害者の社会参加や情報保障の確保を推

進します。 

 主な事業展開      ※ 福祉のまちづくりに関する事業は、P116～117 参照 

◎ 共生社会実現に向けた障害者理解促進事業 45百万円 包括補助 

・ ＷＥＢサイト「ハートシティ東京」の運営 

  障害及び障害のある方への理解を促進するため、WEBサイトにより広く都民に対し

て普及啓発を行います。 

・ 障害者差別解消法及び障害者差別解消条例に係る体制整備・普及啓発 

  障害者差別に係る相談や紛争解決の体制を整備するとともに、東京都障害者差別解消

支援地域協議会において、相談事例を踏まえた差別解消のための取組等を協議します。 

また、法・条例の内容や合理的配慮の事例等について、都民等に対して普及啓発を

行うとともに、民間事業者向けに障害体験や障害者との対話等を含む研修を実施します。 

・ ヘルプマーク・ヘルプカードの普及啓発 

  義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病、妊娠初期の方など援助や配慮を

必要としていることが外見からは分からない方が援助を得やすくなるよう、周囲の方に

配慮を必要としていることを知らせるヘルプマークや、障害者が周囲に支援を求める手

段として、緊急連絡先や必要な支援内容を記載したヘルプカードの普及啓発を行います。 

・ 区市町村ヘルプマーク活用推進事業 

ヘルプマークの配布や公共施設等における活用など、ヘルプマークの活用の推進に

取り組む区市町村を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

・ ヘルプカード活用促進事業 

  ヘルプカードを活用した防災訓練の実施や学習会・セミナー等の普及啓発など、ヘル

プカードの活用促進に向けた区市町村の取組を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

・ 差別解消支援地域協議会活動促進事業 

  障害等への子供の理解促進を目的とした副教材の作成や出前授業の実施など、区市町

村が障害者差別解消支援地域協議会で検討した結果に基づいて行う取組を支援します。

[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

◎ 情報保障機器の普及促進事業【新規】                   5百万円 

・ 障害者やその家族、及び区市町村職員等に対して、最新の情報保障機器等について    

積極的に情報提供することで、障害者の情報保障を推進します。 

２ 障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会  

の実現を目指します 



- 96 - 

○ 手話のできる都民育成事業                   31百万円 

・ 手話のできる都民育成事業 

  手話に関する普及啓発を行うことにより、手話人口の裾野を拡大するとともに、聴覚

障害者に対する理解を促進します。 

・ 手話通訳者養成事業 

  手話通訳者等を養成し、聴覚障害者の福祉増進を図ります。 

 

◎ 手話人口の裾野拡大支援事業【新規】             （包括補助） 

・ 区市町村が身近な地域において実施する子供の頃から手話に関する理解を深められる

取組に対して補助をすることにより、手話人口の裾野を広げます。 

[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

◎ デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援事業    9百万円 

・ 都の施設に来庁した聴覚障害者に対して、スマートフォンやタブレットによる遠隔手

話通訳サービスを行うとともに、遠隔手話通訳を活用し本人に代わって都の担当部署に

電話するサービスを提供します。 

 

○ 中等度難聴児発達支援事業                  （包括補助） 

・ 身体障害者手帳の認定基準に該当しない中等度難聴児が、早期の補聴器の装用により、

言語を習得し、生活能力やコミュニケーション能力を身につけられるよう、区市町村の

取組を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

○ 福祉避難所情報伝達等支援事業【新規】            （包括補助） 

・ 福祉避難所において、障害者に対して必要な情報伝達等が円滑に行えるよう、情報伝

達機器の整備、導入等に取り組む区市町村を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

○ 聴覚障害者意思疎通支援事業 15百万円 

・ 意思疎通支援に係る広域的連絡調整体制の整備を行い、聴覚障害者の広域的な移動を

円滑にする環境を整えるとともに、障害者団体等が主催又は共催する広域的な行事に意

思疎通支援者を派遣します。 

 

○ 失語症者向け意思疎通支援者養成事業  28百万円 

・ 失語症のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等が、自立した日常生活・社会

生活を営むことができるよう、失語症者向け意思疎通支援者の養成を図ります。 

 

○ 失語症者向け意思疎通支援モデル事業  10百万円 

・ 失語症者と意思疎通支援者が参加する会話サロンを都内２か所で定期的に開催すると

ともに、意思疎通支援事業の実施主体となる区市町村の体制整備を促すことで、失語症

者向け意思疎通支援事業の推進を図ります。 
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◎ 障害者芸術活動基盤整備事業                   9百万円 

・ 障害者の芸術活動の支援拠点を設置し活動基盤を整備することにより、芸術活動を通

じた障害者の社会参加を促進します。 
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 精神障害者、重症心身障害児（者）や療的ケア児（者）、発達障害児（者）及び高次脳機

能障害者への支援について、保健・医療・福祉等が密接に連携することで、一層の充実を図

ります。 

 主な事業展開  

○ 精神科医療地域連携事業 45百万円 

・ 精神障害者が地域で必要なときに適切な医療が受けられるよう、精神疾患に関する地

域連携体制の整備を図るため、地域連携を推進するための協議会を設置するとともに、

都内 12の二次保健医療圏ごとに地域連携会議を設置し、連携ツールの検討・活用など

の取組を行うほか、一般診療科向けの研修等を実施します。 

 

○ 地域精神科身体合併症救急連携事業 45百万円 

・ 一般救急との円滑な連携を構築し、精神身体合併症患者をできる限り地域で受け入れ

られるようにするため、都内を５つのブロック（地域）に分け、地域における精神科の

拠点となる医療機関に医師等を配置するとともに、地域の精神科医療機関相互の連携体

制を構築するための会議を設置することにより、拠点医療機関を核とした、地域の精神

科医療機関の相談、受入体制の整備を図ります。 

 

○ アウトリーチ支援事業 4百万円 

・ 未治療や医療中断等のため、地域社会での生活に困難を来している精神障害者の地域

での安定した生活の確保に向け、精神保健福祉センターに設置する「アウトリーチ支援

チーム」が区市町村・保健所等関係機関と密接に連携して、計画的かつ集中的な支援を

行うとともに、関係機関に対して援助技法の普及を図ります。 

[中部総合精神保健福祉センター、多摩総合精神保健福祉センター、精神保健福祉センター］ 

 

○ 精神障害者アウトリーチ支援事業 （包括補助） 

・ 地域社会での生活に困難を来している精神障害者に対する専門職チームの訪問型支援

や、地域社会への定着に向けた継続的かつ計画的な支援を行うための体制整備を行う区

市町村を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

 

 

 

３ 保健・医療・福祉等が連携した支援体制の充実により 

身近な地域での生活を支援します 
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○ 災害時こころのケア体制整備事業 8百万円 

・ 災害時のこころのケア体制を強化するため、被災地において精神科医療及び精神保健

活動の支援を行う「東京都災害派遣精神医療チーム」（東京DPAT）を整備します。 

 [登録機関 3１機関（令和５年３月現在）] 

 

○ 災害時精神科医療体制整備事業 6百万円 

・ 災害時において、被災病院から入院患者を受け入れる医療機関を「災害拠点精神科病

院」及び「災害拠点精神科連携病院」に指定し、災害時の精神科医療提供体制の強化を

図ります。 

 

○ 依存症対策の推進 17百万円 

・ 依存症対策の一層の推進に向け、依存症対策に係る計画の策定や進行管理を行うとと

もに、関係機関の連携強化に向けた取組等を実施します。 

・ 区市町村等職員向け研修や地域連携会議の実施により、地域での連携を推進します。 

 

○ 介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業 33百万円 

・ 障害者支援施設等や在宅において、適切にたんの吸引等の医療的ケアを行うことがで

きる介護職員等を養成するため、研修を実施するとともに、事業者及び従事者の登録、

登録研修機関への初度経費補助等を行います。 

 

◎ 医療的ケア児支援センター事業                 31百万円 

・ 医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援

を受けられるようにするため、医療的ケア児支援センターを設置し、相談支援や情報提

供を行うとともに、支援に関わる人材を養成します。 

 

○ 医療的ケア児に対する支援のための体制整備事業 16百万円 

・ 医療的ケア児の支援に係る関係機関相互の連絡調整や意見交換を行う協議会を設置す

るとともに、地域で医療的ケア児等に対する支援を適切に行うことができる人材を養成

するための各種研修を実施します。 

 

◎ 医療的ケア児訪問看護ステーション体制整備事業【新規】     8百万円 

  ・ 訪問看護ステーション向けに人材育成研修を実施し、医療的ケア児の受入経費を補助

することで、医療的ケア児に対応できる訪問看護ステーションの受入拡充を図ります。 

 

 ◎ 医療的ケア児コーディネーター支援体制整備促進事業【新規】   23百万円 

  ・ 民間の事業所に配置されている医療的ケア児コーディネーターの活動に要する経費の

一部を補助することで、医療的ケア児の支援体制の整備を促進します。 
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◎ 医療的ケア児日中預かり支援事業【新規】            83百万円 

  ・ 医療的ケア児の日中預かりを行う事業所に対し支援を行うことで、日中の預かり先を

確保し、医療的ケア児の保護者が安心して就労できる環境を整備します。 

 

◎ 医療的ケア児ペアレントメンター事業【新規】          9百万円 

・ 医療的ケア児の保護者に対し、ペアレントメンターが就労等について自身の経験を基

にノウハウの提供や相談に応じることで、医療的ケア児の保護者の就労に向けた取組を

支援します。 

 

○ 重症心身障害児等在宅療育支援事業 201百万円 

・ 在宅の重症心身障害児（者）及び医療的ケア児への専門医等による健康管理や看護師

等による訪問看護サービスの提供に加え、NICU 等に入院している段階においても、在

宅への円滑な移行のための早期支援等を実施します。 

 

◎ 障害者（児）ショートステイ事業（病床確保） 121百万円 

・ 短期入所事業所において、病床確保することで、特に医療ニーズの高い重症心身障害

児（者）や、医療的ケア児（者）の受入れの促進を図ります。 

 

◎ 障害者（児）ショートステイ事業（医療機器等整備費補助）【新規】 106百万円 

・ 新たに医療型短期入所事業に参画する等、より多くの医療的ケア児等を受け入れる 

ための環境を整備した場合に、必要となる医療機器等の整備を補助することにより、医

療型短期入所における医療的ケア児等の受入れを促進します。 

 

 ◎ 障害者（児）ショートステイ事業（受入促進員配置） 174百万円 

・ 病床確保事業を実施する短期入所事業所に対して、受入促進員である看護師等の経 

費を支援することで、重症心身障害児（者）や、医療的ケア児（者）の受入れの促進を

図ります。 

 

○ 重症心身障害児通所委託（受入促進員配置） 27百万円 

・ 都が指定する重症心身障害児（者）通所事業所に高い看護技術を持った看護師を受入促

進員として配置し、特に医療ニーズが高い重症心身障害児（者）の積極的な受入れの促進

を図ります。 

 

◎ 障害者（児）ショートステイ事業（短期入所開設支援）【新規】 13百万円 

・ 新規に医療型短期入所事業所を開設しようとする事業者に対して、講習会を開催する

等の開設支援を行います。 

 

 

 



- 101 - 

○ 重症心身障害児（者）通所運営費補助事業           （包括補助） 

・ 在宅の重症心身障害児（者）に日中活動の場を提供し、療育を実施するため、通所施

設における適切な療育環境の確保を図ります。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

○ 重症心身障害児施設における看護師確保対策事業 38百万円 

・ 重症心身障害児施設で働く看護師に対し、研修や資格取得の機会を提供するとともに、

職場環境改善及び看護師募集対策の充実を図ることで、看護師の確保・定着に努め、重

症心身障害児（者）への支援の充実を図ります。 

 

◎ 在宅レスパイト・就労等支援事業                113百万円 

・ 重症心身障害児（者）及び医療的ケア児の家族の休養（レスパイト）や就労等を支援

するため、家族に代わって一定時間医療的ケア等を行う訪問看護師の派遣に取り組む区

市町村を支援します。 

 

○ 発達障害者支援体制整備推進事業 12百万円 
・ 発達障害児（者）のライフステージに応じた地域における支援体制の整備を推進する

ため、支援機関に従事する専門的人材の育成を行います。 

また、発達障害者支援センターと医師や弁護士等が連携し、区市町村等から寄せら

れる困難事例について専門的見地から支援を行います。 

 

○ 発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業 13百万円 
・ 発達障害を早期に診断する体制を確保するため、専門性の高い医療機関を中心とした

医療機関のネットワークを構築し、地域の医療機関に対して実地研修等を実施します。 

 

○ ペアレントメンター養成・派遣事業 12百万円 
・ 発達障害児（者）の家族の社会的及び心理的孤立を防ぎ、地域で安心して生活できる

よう、同じ発達障害のある子供を持つ親の立場から相談・助言するペアレントメンター

の養成を行う区市町村の支援や、家族同士で支援できる体制の構築等を支援します。 

 

○ 区市町村発達障害者支援体制整備推進事業           （包括補助） 
・ 発達障害に対する支援拠点の整備や関係機関の連携促進など、区市町村が行う発達障

害児の早期発見や支援体制の構築を支援します。 

 また、支援を要する成人の発達障害者に対し、社会参加や就労などに関する取組を行

う区市町村を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

○ 発達障害者支援センター事業 53百万円 

・ 発達障害児（者）とその家族に対する総合的支援拠点として、相談、普及啓発、研修

などを行い、発達障害児（者）の地域生活をサポートします。 
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○ 高次脳機能障害支援普及事業 35百万円 

・ 高次脳機能障害者への支援を行うことを目的として、地域生活や就労などの専門的な

相談支援、区市町村や関係機関等の地域ネットワークの構築、人材育成を図る研修等を

実施するとともに、地域において高次脳機能障害に対応した専門的リハビリテーション

を提供できる体制の充実を図ります。 

 

◎ 摂食障害治療支援体制整備事業【新規】               5百万円 

・ 摂食障害について、適切な治療と支援により患者が地域で支障なく安心して暮らすこ

とができる体制を整備するため、医療機関の連携促進等、必要な検討を行います。 

 

○ 医療連携型グループホーム事業                （包括補助） 

・ グループホームにおいて医療的ケアが必要な障害者を受け入れるため、医療支援を行

う生活支援員等を配置するとともに、医療連携ケア会議等により、医療的ケアが必要な

障害者のグループホーム受入促進に主体的に取り組む区市町村を支援します。[障害者施策

推進区市町村包括補助] 

 

○ 心身障害者（児）医療費の助成 16,414百万円 

・ 障害者の保健の向上及び福祉の増進を図るため、身体障害者手帳１・２級（内部障害

は３級まで）、愛の手帳１・２度、精神障害者保健福祉手帳１級に該当する方を対象に、

医療費の一部を助成します。 

 

〇 在宅要介護者の受入体制整備事業                 80百万円 

  ・ 在宅で障害者を介護する家族等が新型コロナウイルス感染症に感染した際に、介護が

必要な障害者が緊急一時的に利用できる短期入所事業所に支援員等を配置するなど受入

体制を整備する区市町村を支援します。  
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 障害者がそれぞれの状況に応じて、安心して働き続けられるよう、行政・企業・福祉施設

が一体となって支援していきます。 

 主な事業展開  

◎ 東京都障害者就労支援協議会等 4百万円  

・ 東京都障害者就労支援協議会  

 経済団体、企業、労働・福祉・教育・医療関係機関、就労支援機関、学識経験者等で

構成する「東京都障害者就労支援協議会」を通じて関係機関の連携を強化し、社会全体

で障害者雇用の拡大に取り組む気運を醸成します。[年２回］ 

・ 障害者就労支援体制レベルアップ事業 

 区市町村障害者就労支援センターのコーディネーターや就労移行支援事業所の支援員

等を対象に、障害者の就労支援を行う上で必要な知識、情報、技術、コミュニケーショ

ン能力の習得に資する体系的な研修を行います。 

 

◎ 「東京チャレンジオフィス」の運営 78百万円 

・ 都庁内に設置したオフィスの運営を通じ、知的障害者、精神障害者が会計年度任用職

員や短期実習生として就労経験を積む機会を提供することで、一般企業への就労を支援

します。 

 

◎ 区市町村障害者就労支援事業 （包括補助） 

・ 区市町村が設置する「区市町村障害者就労支援センター」において、職業相談や就職

準備、職場定着など就労面の支援と、就労に伴う生活面の支援を一体的に提供し、身近

な地域での相談・支援体制を強化します。また、地域開拓促進コーディネーターの配置

を支援し、就労希望者の掘り起こしと企業側に対する障害者雇用の働きかけを推進しま

す。[障害者施策推進区市町村包括補助］ 

 

◎ 就労支援機関連携スキル向上事業 7百万円 

・ 就労支援機関等を対象に、企業へのアプローチ・マッチング、精神障害者の就労定着

支援に必要な医療機関との連携及び就労定着支援に必要な知識・スキルを付与する各種

研修を実施することで、就労支援機関等の支援力の向上を図ります。 

 

 

 

 

４ 障害者の自立に向けた就労促進策を推進します  
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◎ 精神障害者就労定着連携促進事業 42百万円 

・ 精神障害者就労定着支援連絡会を設置し、医療機関・就労支援機関・企業等の連携を

推進するとともに、各障害者就業・生活支援センターに医療機関連携コーディネーター

を配置し、就労を希望する精神障害者を就労支援機関につなぎ、企業等への就労と定着

の促進を図ります。 

 

○ 就労継続支援Ａ型事業所経営適正化事業 7百万円 

・ 経営向上セミナーの実施やアドバイザーの派遣等により、企業的経営手法の導入を図

ることで、就労継続支援Ａ型事業所の収益性の向上や業務の効率化等、適正な事業所運

営に向けた取組を支援します。 

 

◎ 福祉施設における工賃アップの推進 6百万円 包括補助  

・ 経営コンサルタント派遣等事業 (包括補助) 

 区市町村が地域のネットワークの核となる福祉施設に対して経営コンサルタントを派

遣する経費及び工賃アップを推進するための経費を補助することで、工賃向上を図りま

す。[障害者施策推進区市町村包括補助］ 

・ 工賃アップセミナー事業 6百万円 

 販路の拡大方法等の工賃引上げのための研修や、利用者と作業のマッチングのアドバ

イス等を実施することにより、施設職員の経営意識と利用者のモチベーションを高め、

工賃向上に向けた気運の醸成を図ります。 

 

◎ 受注促進・工賃向上設備整備費補助事業 9百万円 

・ 受注機会の増大及び工賃向上を目的とした生産設備を整備する福祉施設に対して補助

を行います。 

 

◎ 区市町村ネットワークによる共同受注体制の構築 26百万円 

・ 就労継続支援Ｂ型事業所のネットワーク、区市町村、企業、その他関係者からなる協

議の場を設置し、共同受注体制の構築や民需及び官公需の開拓を行うことで、障害者就

労施設における受注拡大及び工賃向上を図ります。 

 

◎ 福祉・トライアルショップの展開 230百万円 

・ 福祉施設の商品を扱うトライアルショップ「KURUMIRU」を安定して運営するとと

もに、ネット通販を展開し、就労継続支援 B 型事業所における自主製品の販路拡大及

び工賃向上を図ります。 

 

◎ 商品開発等業務改善支援モデル事業               39百万円 

・ 新たな販路開拓や利益率の向上に向け、商品開発、営業手法、作業に係る工程管理等 

への支援を、就労継続支援Ｂ型事業所に対してモデル事業として実施することにより、

工賃向上の実現を図ります。 
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◎ 生産活動に係る営業開拓等支援事業【新規】           28百万円 

・ 就労継続支援 B型事業所に対し、事業所の状況に応じて、仕事が受注できるよう、

企業と事業所の間で仕事のマッチングができる環境を構築し、営業活動を支援します。 

 

◎ デジタル技術を活用した重度障害者に対する就労支援事業     30百万円 

・ 遠隔操作が可能な分身ロボットや意思伝達システム等を活用し、重度肢体不自由等 

の重度障害者の就労を支援するモデル事業を実施します。 

 

◎ 就労移行支援事業におけるテレワーク等支援力向上事業      ６百万円 

・ 就労移行支援事業所等向けに、新しい日常におけるテレワーク等の多様な働き方に対

応するための研修や事例紹介等を行い、障害者の円滑な就職活動及び就労促進・定着を

図ります。 


